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タブレット端末貸与に関する書類提出のお願い 

 

皆様には、日頃より本校の教育への御理解、御協力をいただきまして、ありがとうございます。 

 一人一台のタブレット端末を活用した学習活動が始まって、３年が経ちました。児童のタブレット端末の活

用能力は大変向上し、一定の成果を挙げています。 

 一方、児童が学校でタブレット端末を取り扱うにあたり、課題も多く見えてきました。その中の課題の一つ

に、「タブレット端末の破損・修理」があります。 

 中央区の現状については、令和２年 11 月から現在までの中央区の故障件数は、同じ Surface シリーズを使

用している 23区の他自治体と比較しても非常に高い状態にあり、故障件数の減少が求められています。 

 そこで、本校ではタブレット端末貸与を開始した際に提出していただいた「タブレット端末等に関する同意

書」を見直し、保護者の皆様と協力してこの課題解決に臨みたいと考えております。どうぞ御協力をお願いい

たします。 

 

 具体的な保護者の皆様へのお願いは以下の通りです。 

 

 ・預かり修理となった場合、各御家庭に「修理依頼票」の提出をお願いします。 

 ・上記の項目を含め、同意書の内容を見直したため、改めて「タブレット端末等に関する同意書（令和５年   

度改訂）」を提出していただきます。 

  

タブレット端末及び周辺機器修理依頼票 タブレット端末等に関する同意書（令和５年度改訂） 


